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規

則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
号

　
　
　
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
十
五
条
の
十
の
見
出
し
を
「（
自
動
車
税
環
境
性
能
割
減
免
申
請
済
の
証
印
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
仙
台
中
央

県
税
事
務
所
長
は
、」
を
「
県
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
」
に
、「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」

に
、「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
減
免
申
請
済
印
又
は
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
減
免
申
請
済
印
を
押
印
」
を
「
そ
の
旨

の
証
印
を
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
条
の
五
の
見
出
し
を
「（
自
動
車
税
種
別
割
減
免
申
請
済
の
証
印
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
県
税
事
務
所
長

は
、」
の
下
に
「
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
」
を
加
え
、「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
、「
自
動
車
税
種
別
割
免
除

申
請
済
印
を
押
印
」
を
「
そ
の
旨
の
証
印
を
」
に
、「
又
は
予
備
欄
」
を
「
、
予
備
欄
又
は
余
白
」
に
、「
自
動
車
税
種

別
割
免
除
申
請
済
印
が
既
に
押
印
さ
れ
て
い
る
」
を
「
同
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
旨
の
証
印
が
既
に
さ
れ
て
い
る
」

に
改
め
る
。

　

別
表
様
式
第
百
二
十
三
号
の
七
の
項
中
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割

自
動
車
税
種
別
割
減
免
申
請
済
印

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割

」
を

「
自
動
車
税
環
境
性
能
割

自
動
車
税
種
別
割
減
免
申
請
済
の
証
印

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
（
そ
の
五
）（
裏
）
中

る
。

　

様
式
第
十
五
号
の
二
（
表
）
中
「未

納
の
方
は
，
下
の
納
付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

」
を

「既
に
当
該
年
度
の
自
動
車
税
種
別
割
を
納
め
て
い
る
方
は
，
改
め
て
下
の
納
付
書
で
納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

還
付

（充
当

）が
生
じ
る
場
合
は
，
県
税
過
誤
納
金
等
還
付

（充
当

）通
知
書
を
後
日
送
付
し
ま
す
。

　

未
納
の
方
は
，
下
の
納
付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
の
二
中
「第

53条
第
42項

」
を
「第

53条
第
60項

」
に
、「第

72条
の
25第
14項

」
を
「第

72条

の
25第
16項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
の
三
中
「第

53条
第
43項

」
を
「第

53条
第
61項

」
に
改
め
る
。
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「
○
土
地
及
び
住
宅
　
　
　
平
成
15年
４
月
１
日
か
ら
平
成
24年
３
月
31日
ま
で
に
取
得
し
た
場
合
は
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
動
産
の
価
格
（
課
税
標
準
額
）
×
３
／
100（

税
率
）
＝
納
め
る
額
（
税
額
）

○
住
宅
以
外
の
家
屋
　
　
平
成
15年
４
月
１
日
か
ら
平
成
18年
３
月
31日
ま
で
に
取
得
し
た
場
合
は
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
動
産
の
価
格
（
課
税
標
準
額
）
×
３
／
100（

税
率
）
＝
納
め
る
額
（
税
額
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年
４
月
１
日
か
ら
平
成
20年
３
月
31日
ま
で
に
取
得
し
た
場
合
は
，　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
動
産
の
価
格
（
課
税
標
準
額
）
×
3.5／

100（
税
率
）
＝
納
め
る
額
（
税
額
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
20年
４
月
１
日
以
降
に
取
得
し
た
場
合
は
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
動
産
の
価
格
（
課
税
標
準
額
）
×
４
／
100（

税
率
）
＝
納
め
る
額
（
税
額
）」

を

「
○
土
地
及
び
住
宅
　
　
　
平
成
15年
４
月
１
日
以
降
に
取
得
し
た
場
合
は
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
動
産
の
価
格
（
課
税
標
準
）
×
３
／
100（

税
率
）
＝
納
め
る
額
（
税
額
）

○
住
宅
以
外
の
家
屋
　
　
平
成
20年
４
月
１
日
以
降
に
取
得
し
た
場
合
は
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
動
産
の
価
格
（
課
税
標
準
）
×
４
／
100（

税
率
）
＝
納
め
る
額
（
税
額
）」

に
改
め
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様
式
第
三
十
九
号
（
そ
の
一
）
及
び
様
式
第
三
十
九
号
（
そ
の
二
）
中

「
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度

」
を
「

事　
業　
年　
度

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
号
の
三
中
「個

人
県
民
税
払
込
精
算
書

」
を
「個

人
県
民
税
払
込
清
算
書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
四
号
（
表
）
中
「

法
人
税
に
お
け
る
連
結
納

税
制
度
導
入
の
有
無

」
を
「

法
人
税
に
お
け
る
グ
ル
ー

プ
通
算
制
度
適
用
の
有
無

」
に
、

「

課
税

番
号

」
を
「

課　
　
税　
　
番　
　
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
四
号
（
裏
）
中
「連

結
納
税
制
度
導
入

」
を
「グ

ル
ー
プ
通
算
制
度
適
用

」
に
、「連
結
親
法
人

」
を
「通

算
親
法
人

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
号
及
び
様
式
第
六
十
号
の
二
中
「

事
業
年
度

」
を
「

均
等
割
額

の
算
定
期
間

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１２３号

の
７

　
（
自
動
車
税
用
）

自
動
車
税
環
境
性
能
割
　
減
免
申
請
済

自
動
車
税
種
別
割

　
　
　
（
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
）

　
　
登
録
番
号

（
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
用
）

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
　
減
免
申
請
済

　
　
　
（
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
）

　
　
車
両
番
号

（
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
用
）

種
　
・
　
環

登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
申
請
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
三
十
八
号
の
二
の
改
正
規
定
（「第

53条
第
42項

」

を
「第

53条
第
60項

」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
並
び
に
様
式
第
三
十
八
号
の
三
、
様
式
第
三
十
九
号
（
そ
の
一
）、

様
式
第
三
十
九
号
（
そ
の
二
）、
様
式
第
五
十
四
号
（
表
）
及
び
様
式
第
五
十
四
号
（
裏
）
の
改
正
規
定
は
、
令
和

四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
号

　
　
　
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
期
間
は
、」
の
下
に
「
法
第
四
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
救
助
の
種
類
ご
と
に
、」
を
加
え

る
。

　

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
救
助
事
務
費
）

第�

十
八
条　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
救
助
の
事
務
を
行
う
の
に
必
要
な
費
用
（
以
下
「
救
助
事
務
費
」
と
い
う
。）
は
、

別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
１
㈡
中
「
適
当
な
建
物
が
な
い
と
き
は
」
を
「
こ
れ
ら
適
当
な
建
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
」
に
、「
又
は
天
幕
の
設
営
」
を
「
天
幕
を
設
営
し
、
又
は
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
」
に
改
め
、
同
号
１
㈢
中
「
次

の
額
の
範
囲
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
（
以
下
「
高
齢
者
等
」
と
い
う
。）
で
あ
つ
て
避
難
所
で
の

生
活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
に
供
与
す
る
福
祉
避
難
所
を
設
置
し
た
場
合
は
、
特
別
な
配
慮
の
た
め

に
必
要
な
当
該
地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
を
加
算
で
き
る
も
の
」
を
「
一
人
一
日
当
た
り
三
三
〇
円
以
内
」
に
改
め
、

同
号
１
㈢
⑴
及
び
⑵
を
削
り
、
同
号
１
㈣
中
「
避
難
所
」
を
「
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
避
難
所
」
に
改
め
、「
以
内
」

の
下
に
「
と
し
、
同
条
第
二
項
の
避
難
所
を
開
設
で
き
る
期
間
は
、
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
を
開
始
し

た
日
か
ら
当
該
救
助
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
」
を
加
え
、
同
号
１
中
㈣
を
㈥
と
し
、
㈢
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

㈣�　

福
祉
避
難
所
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
（
以
下
「
高
齢
者
等
」
と
い
う
。）
で
あ
つ
て
避
難
所
で
の
避
難
生

活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
に
供
与
す
る
避
難
所
を
い
う
。）
を
設
置
し
た
場
合
は
、
㈢

の
金
額
に
、
当
該
地
域
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
の
た
め
に
必
要
な
通
常
の
実
費
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

　
　
　

㈤�　

避
難
所
で
の
避
難
生
活
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
避
難
所
で
避
難
生
活
し
て
い
る
者
へ
の

健
康
上
の
配
慮
等
に
よ
り
、
ホ
テ
ル
、
旅
館
等
宿
泊
施
設
の
借
上
げ
を
実
施
し
、
こ
れ
を
供
与
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

２　

応
急
仮
設
住
宅

　
　
　

�　

応
急
仮
設
住
宅
は
、
住
家
が
全
壊
、
全
焼
又
は
流
出
し
、
居
住
す
る
住
家
が
な
い
者
で
あ
つ
て
、
自
ら
の
資

力
で
は
住
家
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
、
建
設
し
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
建
設
型
応
急
住
宅
」
と
い

う
。）、
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
て
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
賃
貸
型
応
急
住
宅
」
と
い
う
。）、
又
は
そ
の
他

適
切
な
方
法
に
よ
り
供
与
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

㈠　

建
設
型
応
急
住
宅

　
　
　
　

⑴�　

建
設
型
応
急
住
宅
の
設
置
に
当
た
つ
て
は
、
公
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
適

当
な
公
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
民
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

⑵�　

建
設
型
応
急
住
宅
一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
応
急
救
助
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
、
世
帯
構
成

等
に
応
じ
て
設
定
し
、
そ
の
設
置
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
設
置
に
か
か
る
原
材
料
費
、
労
務
費
、

付
帯
設
備
工
事
費
、
輸
送
費
及
び
建
築
事
務
費
等
の
一
切
の
経
費
と
し
て
、
五
、
七
一
四
、
〇
〇
〇
円
以

内
と
す
る
。

　
　
　
　

⑶�　

建
設
型
応
急
住
宅
を
同
一
敷
地
内
又
は
近
接
す
る
地
域
内
に
お
お
む
ね
五
十
戸
以
上
設
置
し
た
場
合
に

は
、
居
住
者
の
集
会
等
に
利
用
す
る
た
め
の
施
設
を
設
置
で
き
、
五
十
戸
未
満
の
場
合
で
も
戸
数
に
応
じ

た
小
規
模
な
施
設
を
設
置
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

⑷�　

福
祉
仮
設
住
宅
（
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
等
を
利
用
し
や
す
い
構
造
及
び
設
備
を
有
し
、
高
齢
者
等
で

あ
つ
て
日
常
の
生
活
上
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
複
数
の
も
の
に
供
与
す
る
施
設
を
い
う
。）
を
建
設
型
応

急
住
宅
と
し
て
設
置
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

⑸�　

建
設
型
応
急
住
宅
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
着
工
し
、
速
や
か
に
設
置
す
る
も
の
と
す

る
。

　
　
　
　

⑹�　

建
設
型
応
急
住
宅
を
供
与
で
き
る
期
間
は
、
完
成
の
日
か
ら
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
一
号
）
第
八
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
期
限
ま
で
と
す
る
。

　
　
　
　

⑺�　

建
設
型
応
急
住
宅
の
供
与
終
了
に
伴
う
建
設
型
応
急
住
宅
の
解
体
撤
去
及
び
土
地
の
原
状
回
復
の
た
め

に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
実
費
と
す
る
。
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㈡　

賃
貸
型
応
急
住
宅

　
　
　
　

⑴�　

賃
貸
型
応
急
住
宅
の
一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
世
帯
の
人
数
に
応
じ
て
㈠
⑵
に
定
め
る
規
模
に
準
ず
る

こ
と
と
し
、
そ
の
借
上
げ
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
家
賃
、
共
益
費
、
敷
金
、
礼
金
、
仲
介
手
数

料
又
は
火
災
保
険
等
そ
の
他
民
間
賃
貸
住
宅
の
貸
主
又
は
仲
介
業
者
と
の
契
約
に
不
可
欠
な
も
の
と
し

て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

　
　
　
　

⑵�　

賃
貸
型
応
急
住
宅
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
速
や
か
に
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
、
提
供
す
る
も
の
と

す
る
。

　
　
　
　

⑶　

賃
貸
型
応
急
住
宅
を
供
与
で
き
る
期
間
は
、
㈠
⑹
と
同
様
の
期
間
と
す
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
１
㈠
中
「
、
住
家
が
被
害
を
受
け
て
炊
事
の
で
き
な
い
者
及
び
住
家
に
被
害
を
受
け
一
時
縁
故
地

等
へ
避
難
す
る
必
要
の
あ
る
者
」
を
「
又
は
住
家
に
被
害
を
受
け
、
若
し
く
は
災
害
に
よ
り
現
に
炊
事
の
で
き
な
い
者
」

に
改
め
、
同
号
１
㈢
中
「
一
、
一
一
〇
円
」
を
「
一
、
一
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
１
㈣
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
表
第

三
号
１
中
「
貸
与
」
の
下
に
「（
以
下
「
生
活
必
需
品
の
給
与
等
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
若
し
く
は
船
舶
等
の
遭
難

等
」
を
「
、
全
島
避
難
等
」
に
、「
日
用
品
等
を
喪
失
し
、
又
は
毀
損
し
」
を
「
生
活
必
需
品
を
喪
失
又
は
損
傷
等
に

よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
」
に
改
め
、
同
号
２
中
「
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与
」
を
「
生

活
必
需
品
の
給
与
等
」
に
改
め
、
同
号
３
中
「
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与
」
を
「
生
活
必
需

品
の
給
与
等
」
に
、「
額
の
範
囲
内
」
を
「
額
以
内
」
に
、「
な
お
、
季
別
は
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
季
別
は
、

夏
季
（
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
冬
季
（
十
月
か
ら
三
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）
と
し
、」
に
改
め
、
同
号
３
㈠
の
表
及
び
同
号
３
㈡
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

㈠　

住
家
の
全
壊
、
全
焼
又
は
流
出
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

季
別

一
人
世
帯
の
額

二
人
世
帯
の
額

三
人
世
帯
の
額

四
人
世
帯
の
額

五
人
世
帯
の
額

世
帯
員
数
が
六
人

以
上
一
人
を
増
す

ご
と
に
加
算
す
る
額

夏
季

一
八
、
八
〇
〇
円

二
四
、
二
〇
〇
円

三
五
、
八
〇
〇
円

四
二
、
八
〇
〇
円

五
四
、
二
〇
〇
円
　

七
、
九
〇
〇
円

冬
季

三
一
、
二
〇
〇
円

四
〇
、
四
〇
〇
円

五
六
、
二
〇
〇
円

六
五
、
七
〇
〇
円

八
二
、
七
〇
〇
円

一
一
、
四
〇
〇
円

　
　
　

㈡　

住
家
の
半
壊
、
半
焼
又
は
床
上
浸
水
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

季
別

一
人
世
帯
の
額

二
人
世
帯
の
額

三
人
世
帯
の
額

四
人
世
帯
の
額

五
人
世
帯
の
額

世
帯
員
数
が
六
人

以
上
一
人
を
増
す

ご
と
に
加
算
す
る
額

夏
季

六
、
一
〇
〇
円

八
、
三
〇
〇
円

一
二
、
四
〇
〇
円

一
五
、
一
〇
〇
円

一
九
、
〇
〇
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

冬
季

一
〇
、
〇
〇
〇
円

一
三
、
〇
〇
〇
円

一
八
、
四
〇
〇
円

二
一
、
九
〇
〇
円

二
七
、
六
〇
〇
円

三
、
六
〇
〇
円

　

別
表
第
一
第
三
号
４
中
「
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与
」
を
「
生
活
必
需
品
の
給
与
等
」
に

改
め
、
同
表
第
四
号
２
㈠
中
「
助
産
の
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
」
を
「
助
産
の
み
ち
を
失
つ
た
」
に

改
め
、
同
号
２
㈢
中
「
二
割
引
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号
１
中
「
に
対
し
て
行
う
」
を
「
を
捜
索

し
、
又
は
救
出
す
る
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
１
中
「
半
壊
し
、
若
し
く
は
半
焼
し
」
を
「
半
壊
、
半
焼
若
し
く
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
」
に
改
め
、
同
号
２
中
「
一
世
帯
当
た
り
五
七
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
次
に
掲
げ

る
額
」
に
改
め
、
同
号
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

㈠　

㈡
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯　

五
九
五
、
〇
〇
〇
円

　
　
　

㈡　

半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯　

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

　

別
表
第
一
第
六
号
３
中
「
一
月
以
内
に
完
成
」
を
「
三
月
以
内
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百

二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
災
害
対
策
本
部
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非

常
災
害
対
策
本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
あ
つ

て
は
、
六
月
以
内
）
に
完
了
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
３
中
「
範
囲
内
の
額
」
を
「
額
以
内
」
に
改
め
、
同
号
５
中
「
以

内
」
の
下
に
「
に
完
了
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
表
第
八
号
１
中
「
に
よ
り
学
用
品
を
喪
失
し
、
又
は
損
傷
し
」
を
「
に

よ
る
喪
失
若
し
く
は
損
傷
等
に
よ
り
学
用
品
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
」
に
改
め
、
同
号
３
中
「
額
の
範
囲
内
」
を

「
額
以
内
」
に
改
め
、
同
号
３
㈡
⑴
中
「
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
３
㈡
⑵
中
「
四
、

六
〇
〇
円
」
を
「
四
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
３
㈡
⑶
中
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
号
４
中
「
十
五
日
以
内
」
の
下
に
「
に
完
了
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
表
第
九
号
２
中
「
な
る
べ
く
」
を
「
原
則
と

し
て
」
に
改
め
、
同
号
３
中
「
二
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
一
五
、
二
〇
〇
円
」
に
、「
一
六
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一

七
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
４
中
「
以
内
」
の
下
に
「
に
完
了
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
表
第
十
一
号
４
㈠
中

「
三
、
四
〇
〇
円
」
を
「
三
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
４
㈠
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
号
４
㈡
中
「
た
め
に
」
を
「
た

め
の
」
に
、「
既
存
建
物
」
を
「
既
存
の
建
物
」
に
、「
実
費
の
額
」
を
「
実
費
」
に
、「
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
五
、

四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
４
㈡
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
�　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
死
体
の
一
時
保
存
に
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
購
入
費
等
の
経
費
が
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

別
表
第
一
第
十
一
号
５
中
「
以
内
」
の
下
に
「
に
完
了
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
表
第
十
二
号
１
か
ら
３
ま
で
以
外

の
部
分
中
「
障
害
物
」
を
「
災
害
に
よ
つ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木
等
で
、
日
常
生
活
に
著
し

い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
障
害
物
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
号
１
中
「
部
分
」
を
「
場
所
」
に
改
め
、

「
も
つ
て
し
て
は
」
の
下
に
「
、」
を
加
え
、
同
号
２
中
「
障
害
物
除
去
」
を
「
障
害
物
の
除
去
」
に
、「
器
具
」
を
「
器
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具
等
」
に
、「
一
世
帯
当
た
り
一
三
四
、
八
〇
〇
円
」
を
「
市
町
村
内
に
お
い
て
障
害
物
の
除
去
を
行
つ
た
一
世
帯
当

た
り
の
平
均
が
一
三
七
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
３
中
「
の
期
間
」
を
削
り
、「
以
内
」
の
下
に
「
に
完
了
す
る

も
の
」
を
加
え
、
同
表
第
十
三
号
１
か
ら
３
ま
で
以
外
の
部
分
中
「
応
急
救
助
」
を
「
法
第
四
条
第
一
項
各
号
及
び
第

二
項
の
救
助
」
に
改
め
、
同
号
１
中
「
応
急
救
助
」
を
「
救
助
」
に
改
め
、
同
号
１
㈠
中
「
の
避
難
」
を
「（
法
第
四

条
第
二
項
の
救
助
に
あ
つ
て
は
避
難
者
）
の
避
難
に
係
る
支
援
」
に
改
め
、
同
号
２
中
「
応
急
救
助
」
を
「
救
助
」
に

改
め
、
同
号
３
中
「
応
急
救
助
」
を
「
救
助
」
に
、「
雇
傭
」
を
「
雇
用
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
２
及
び
３
中
「
㈠
か
ら
㈤
ま
で
」
を
「
㈠
か
ら
㈥
ま
で
」
に
、「
権
衡
」
を
「
均
衡
」
に
改
め
、

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三
（
第
十
八
条
関
係
）

　
　
　

救
助
事
務
費

　

一�　

救
助
事
務
費
に
支
出
で
き
る
範
囲
は
、
救
助
の
事
務
を
行
う
の
に
要
し
た
経
費
（
救
助
の
実
施
期
間
内
の
も
の

に
限
る
。）
及
び
災
害
救
助
費
の
精
算
の
事
務
を
行
う
の
に
要
し
た
経
費
と
し
、
次
に
掲
げ
る
費
用
と
す
る
。

　
　

１　

時
間
外
勤
務
手
当

　
　

２　

賃
金
職
員
等
雇
上
費

　
　

３　

旅
費

　
　

４　

需
用
費
（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水
費
及
び
修
繕
料
を
い
う
。）

　
　

５　

使
用
料
及
び
賃
借
料

　
　

６　

通
信
運
搬
費

　
　

７　

委
託
費

　

二�　

各
年
度
に
お
い
て
、
救
助
事
務
費
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
法
第
二
十
一
条
に
定
め
る
国
庫
負
担
を
行
う
年
度

（
以
下
「
国
庫
負
担
対
象
年
度
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
各
災
害
に
係
る
前
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に

つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
四
十
三
条
に
定
め
る
会
計
年
度
所
属
区

分
に
よ
り
当
該
年
度
の
歳
出
に
区
分
さ
れ
る
額
を
合
算
し
、
各
災
害
の
当
該
合
算
し
た
額
の
合
計
額
が
、
国
庫
負

担
対
象
年
度
に
支
出
し
た
救
助
事
務
費
以
外
の
費
用
の
額
の
合
算
額
に
、
次
の
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
１
か
ら
７
ま
で
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
以
内
と
す
る
。

　
　

１　

三
千
万
円
以
下
の
部
分
の
金
額　

百
分
の
十

　
　

２　

三
千
万
円
を
超
え
六
千
万
円
以
下
の
部
分
の
金
額　

百
分
の
九

　
　

３　

六
千
万
円
を
超
え
一
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額　

百
分
の
八

　
　

４　

一
億
円
を
超
え
二
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額　

百
分
の
七

　
　

５　

二
億
円
を
超
え
三
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額　

百
分
の
六

　
　

６　

三
億
円
を
超
え
五
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額　

百
分
の
五

　
　

７　

五
億
円
を
超
え
る
部
分
の
金
額　

百
分
の
四

　

三�　

前
号
の
「
救
助
事
務
費
以
外
の
費
用
の
額
」
と
は
、
別
表
第
一
に
規
定
す
る
救
助
の
実
施
の
た
め
支
出
し
た
費

用
及
び
別
表
第
二
に
規
定
す
る
実
費
弁
償
の
た
め
支
出
し
た
費
用
を
合
算
し
た
額
、
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
損
失
補
償
に
要
し
た
費
用
の
額
、
政
令
第
八
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
法
第
十
二
条
の
扶

助
金
の
支
給
基
礎
額
を
合
算
し
た
額
、
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
委
託
費
用
の
補
償
に
要
し
た
費
用
の
額
並
び
に

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
求
償
に
対
す
る
支
払
い
に
要
し
た
費
用
の
額
（
救
助
事
務
費
の
額
を
除
く
。）

の
合
計
額
を
い
う
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
別

表
第
一
第
一
号
１
㈢
、
同
号
２
㈠
⑵
、
同
表
第
二
号
１
㈢
、
同
表
第
三
号
３
㈠
の
表
、
同
号
３
㈡
の
表
、
別
表
第
一

第
六
号
２
、
同
表
第
八
号
３
㈡
、
同
表
第
九
号
３
、
同
表
第
十
一
号
４
及
び
同
表
第
十
二
号
２
の
規
定
は
、
平
成
二

十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
別
表
第
一
第
一
号
１

㈢
、
同
号
２
㈠
⑵
、
同
表
第
二
号
１
㈢
、
同
表
第
三
号
３
㈠
の
表
、
同
号
３
㈡
の
表
、
別
表
第
一
第
八
号
３
㈡
、
同

表
第
九
号
３
、
同
表
第
十
一
号
４
及
び
同
表
第
十
二
号
２
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
第
一
号
１
㈢
中
「
三

三
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
二
〇
円
」
と
、
同
号
２
㈠
⑵
中
「
五
、
七
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
、
五

一
六
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
同
表
第
二
号
１
㈢
中
「
一
、
一
六
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
一
三
〇
円
」
と
、
同
表
第

三
号
３
㈠
の
表
夏
季
の
項
中
「
一
八
、
八
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
八
、
四
〇
〇
円
」
と
、「
二
四
、
二
〇
〇
円
」

と
あ
る
の
は
「
二
三
、
七
〇
〇
円
」
と
、「
三
五
、
八
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
四
、
九
〇
〇
円
」
と
、「
四
二
、

八
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
一
、
八
〇
〇
円
」
と
、「
五
四
、
二
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
二
、
九
〇
〇
円
」
と
、

「
七
、
九
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
七
、
八
〇
〇
円
」
と
、
同
表
冬
季
の
項
中
「
三
一
、
二
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は

「
三
〇
、
四
〇
〇
円
」
と
、「
四
〇
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
九
、
五
〇
〇
円
」
と
、「
五
六
、
二
〇
〇
円
」

と
あ
る
の
は
「
五
四
、
九
〇
〇
円
」
と
、「
六
五
、
七
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
四
、
二
〇
〇
円
」
と
、「
八
二
、

七
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
八
〇
、
八
〇
〇
円
」
と
、「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
一
、
一
〇
〇
円
」
と
、

同
号
３
の
表
夏
季
の
項
中
「
六
、
一
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
八
、
三
〇
〇
円
」
と
あ
る

の
は
「
八
、
一
〇
〇
円
」
と
、「
一
二
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
二
、
一
〇
〇
円
」
と
、「
一
五
、
一
〇
〇
円
」

と
あ
る
の
は
「
一
四
、
七
〇
〇
円
」
と
、「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
八
、
六
〇
〇
円
」
と
、
同
表
冬

季
の
項
中
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
九
、
八
〇
〇
円
」
と
、「
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
二
、

七
〇
〇
円
」
と
、「
一
八
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
八
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
二
一
、
九
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
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は
「
二
一
、
四
〇
〇
円
」
と
、「
二
七
、
六
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
七
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
三
、
六
〇
〇
円
」

と
あ
る
の
は
「
三
、
五
〇
〇
円
」
と
、
別
表
第
一
第
八
号
３
㈡
⑴
中
「
四
、
五
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
、
四
〇

〇
円
」
と
、
同
号
３
㈡
⑵
中
「
四
、
八
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
、
七
〇
〇
円
」
と
、
同
号
３
㈡
⑶
中
「
五
、
二

〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
、
一
〇
〇
円
」
と
、
同
表
第
九
号
３
中
「
大
人
二
一
五
、
二
〇
〇
円
、
小
人
一
七
二
、

〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
大
人
二
一
〇
、
二
〇
〇
円
、
小
人
一
六
八
、
一
〇
〇
円
」
と
、
同
表
第
十
一
号
４
㈠
中

「
三
、
五
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
、
四
〇
〇
円
」
と
、
同
号
４
㈡
中
「
五
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
、

三
〇
〇
円
」
と
、
同
表
第
十
二
号
２
中
「
一
三
七
、
九
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
三
五
、
一
〇
〇
円
」
と
す
る
。

３�　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
別
表
第
一
第
一
号
１
㈢
、
同
号

２
㈠
⑵
、
同
表
第
二
号
１
㈢
、
同
表
第
三
号
３
㈠
の
表
、
同
号
３
㈡
の
表
、
別
表
第
一
第
八
号
３
㈡
、
同
表
第
九
号

３
、
同
表
第
十
一
号
４
及
び
同
表
第
十
二
号
２
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
第
一
号
１
㈢
中
「
三
三
〇
円
」

と
あ
る
の
は
「
三
二
〇
円
」
と
、
同
号
２
㈠
⑵
中
「
五
、
七
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
、
六
一
〇
、
〇

〇
〇
円
」
と
、
同
表
第
二
号
１
㈢
中
「
一
、
一
六
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
一
四
〇
円
」
と
、
同
表
第
三
号
３
㈠

の
表
夏
季
の
項
中
「
一
八
、
八
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
八
、
五
〇
〇
円
」
と
、「
二
四
、
二
〇
〇
円
」
と
あ
る

の
は
「
二
三
、
八
〇
〇
円
」
と
、「
三
五
、
八
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
五
、
一
〇
〇
円
」
と
、「
四
二
、
八
〇
〇

円
」
と
あ
る
の
は
「
四
二
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
五
四
、
二
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
三
、
二
〇
〇
円
」
と
、「
七
、

九
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
七
、
八
〇
〇
円
」
と
、
同
表
冬
季
の
項
中
「
三
一
、
二
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
〇
、

六
〇
〇
円
」
と
、「
四
〇
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
九
、
七
〇
〇
円
」
と
、「
五
六
、
二
〇
〇
円
」
と
あ
る
の

は
「
五
五
、
二
〇
〇
円
」
と
、「
六
五
、
七
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
四
、
五
〇
〇
円
」
と
、「
八
二
、
七
〇
〇
円
」

と
あ
る
の
は
「
八
一
、
二
〇
〇
円
」
と
、「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
一
、
二
〇
〇
円
」
と
、
同
号
３

㈡
の
表
夏
季
の
項
中
「
六
、
一
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
と
、「
八
、
三
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
八
、

一
〇
〇
円
」
と
、「
一
二
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
二
、
二
〇
〇
円
」
と
、「
一
五
、
一
〇
〇
円
」
と
あ
る
の

は
「
一
四
、
八
〇
〇
円
」
と
、「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
八
、
七
〇
〇
円
」
と
、
同
表
冬
季
の
項
中
「
一

〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
九
、
八
〇
〇
円
」
と
、「
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
二
、
八
〇
〇
円
」

と
、「
一
八
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
八
、
一
〇
〇
円
」
と
、「
二
一
、
九
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
一
、

五
〇
〇
円
」
と
、「
二
七
、
六
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
七
、
一
〇
〇
円
」
と
、「
三
、
六
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は

「
三
、
五
〇
〇
円
」
と
、
別
表
第
一
第
八
号
３
㈡
⑴
中
「
四
、
五
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
、
四
〇
〇
円
」
と
、

同
号
３
㈡
⑵
中
「
四
、
八
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
、
七
〇
〇
円
」
と
、
同
号
３
㈡
⑶
中
「
五
、
二
〇
〇
円
」
と

あ
る
の
は
「
五
、
一
〇
〇
円
」
と
、
同
表
第
九
号
３
中
「
大
人
二
一
五
、
二
〇
〇
円
、
小
人
一
七
二
、
〇
〇
〇
円
」

と
あ
る
の
は
「
大
人
二
一
一
、
三
〇
〇
円
、
小
人
一
六
八
、
九
〇
〇
円
」
と
、
同
表
第
十
一
号
４
㈠
中
「
三
、
五
〇

〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
、
四
〇
〇
円
」
と
、
同
号
４
㈡
中
「
五
、
四
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
、
三
〇
〇
円
」

と
、
同
表
第
十
二
号
２
中
「
一
三
七
、
九
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
三
五
、
四
〇
〇
円
」
と
す
る
。

４�　

新
規
則
別
表
第
一
第
六
号
２
に
規
定
す
る
被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
平
成
二

十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
一
世
帯
当
た
り
五
七
四
、
〇
〇
〇
円
以
内
と
、
平

成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
八
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
は
一
世
帯
当
た
り
五
八
四
、〇
〇
〇
円
以
内
と
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
号

　
　
　
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
申
請
書
」
を
「
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
申
請
書
（
以
下
「
貸
付
申
請
書
」
と
い
う
。）」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
書
」
を
「
貸
付
申
請
書
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
事
業
の
認
定
等
）

第�

九
条　

申
請
者
は
、
前
条
の
申
請
に
基
づ
く
貸
付
け
の
決
定
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
高
度
化
事
業
に
着
手
し
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
小
企
業
高
度
化
事
業
計
画
認
定
申
請
書
（
以
下
「
事
業
認
定
申
請
書
」
と
い
う
。）
を

知
事
に
提
出
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２�　

知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
業
認
定
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
高
度

化
事
業
の
着
手
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
を
認
定
し
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
必
要
な
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

４�　

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
事
業
の
内
容
を
変
更

す
る
場
合
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に
、
中
小
企
業
高
度
化
事
業
計
画
変
更
認
定

申
請
書
を
提
出
し
、
知
事
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

総
事
業
費
が
事
業
の
認
定
時
の
金
額
を
上
回
る
場
合

　

二　

総
事
業
費
が
事
業
の
認
定
時
の
金
額
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
場
合

　

三　

そ
の
他
事
業
の
計
画
に
著
し
い
変
更
が
生
じ
た
場
合

　

第
十
条
第
一
項
中
「
担
保
の
提
供
」
を
「
物
的
担
保
の
提
供
、
金
融
機
関
（
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

三
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。）
の
保
証
、
商
工
会
、
商
工
会
議
所
そ
の
他
の
団
体
の

債
務
保
証
若
し
く
は
市
町
村
の
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
損
失
補
償
（
以
下
「
金
融
機
関
保
証
等
」
と
い
う
。）」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
物
的
担
保
」
の
下
に
「
又
は
金
融
機
関
保
証
等
」
を
加
え
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
申
請
書
」
を
「
貸
付
申
請
書
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
三
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。　　

　

（
金
融
機
関
の
保
証
の
み
を
担
保
と
す
る
貸
付
け
の
特
例
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

金
融
機
関
の
保
証
の
み
を
担
保
と
し
て
新
た
な
貸
付
け
の
決
定
を
す
る
貸
付
金
の
貸
付
け
の
割
合
に
係
る
改
正
後
の

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
百
分
の
八
十
以
内
」
と
あ
る
の
は
、「
百
分
の
九
十
以
内
」
と
す
る
。

３�　

施
行
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
金
融
機
関
の
保
証
の
み
を
担
保
と
し
て
新
た
な
貸

付
け
の
決
定
又
は
契
約
の
変
更
を
す
る
貸
付
金
の
貸
付
利
率
に
係
る
新
規
則
（
施
行
日
前
に
貸
付
け
の
決
定
を
し
た

貸
付
金
に
つ
い
て
契
約
の
変
更
を
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸

付
規
則
）
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
」
と
あ
る
の
は
、「
〇
・

一
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
」
と
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
二
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

川
口
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

　

�　

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
二
十
八

号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡　

市

町
村
区

大　

字

字

地　
　

番

標
柱
番
号

栗
原
市

一
迫

川
口
沢
山

二
十
九
番

一
号

三
十
番

二
号
及
び
三
号

四
十
二
番

四
号
及
び
五
号

十
五
番

六
号
及
び
十
号
か
ら
十

四
号
ま
で

二
十
一
番

七
号
か
ら
九
号
ま
で

川
口
中
町

五
十
五
番
二
号

十
五
号
及
び
十
六
号

四
十
四
番
二
号

十
七
号
か
ら
十
九
号
ま

で

四
十
四
番
一
号

二
十
号

四
十
三
番

二
十
一
号

二
十
六
番
地
先
道
路
敷

二
十
二
号

川
口
日
影

一
番

二
十
三
号

十
三
番
一
号

二
十
四
号

二
十
五
番
一
号

二
十
五
号

三
十
七
番
三
号

二
十
六
号
か
ら
二
十
八

号
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
三
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

令
和
四
年
二
月
四
日　

田
中　

豊
藏

二
級
建
築
士

第
千
六
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

太
田　

陸
三

二
級
建
築
士

第
千
四
百
四
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

中
島　

光
衛

二
級
建
築
士

第
一
万
七
百
三
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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令
和
四
年
二
月
四
日　

江
刺　

冨
治

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
九
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

佐
　

巴

二
級
建
築
士

第
千
九
百
六
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

今
野　

喜
一

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
八
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

猪
股　

八
雄

二
級
建
築
士

第
四
千
三
百
六
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

佐
藤　

正
一

二
級
建
築
士

第
四
千
六
百
四
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

渡
邊　

敏
光

二
級
建
築
士

第
五
千
六
百
七
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

渡
邉　

佐

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
五
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

吉
田　

憲
一

二
級
建
築
士

第
五
千
四
百
五
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

大
衡　

貞
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
五
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

金
野　

隆
一

二
級
建
築
士

第
五
千
三
百
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

鈴
木　

健
次

郎

二
級
建
築
士

第
五
千
五
百
五
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

大
山　

實

二
級
建
築
士

第
七
千
三
百
九
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

飯
田　

正
德

二
級
建
築
士

第
一
万
二
百
九
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

加
藤　

紀

二
級
建
築
士

第
九
千
二
百
七
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

川
畑　

曻

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
二
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

菅
原　

清
一

二
級
建
築
士

第
八
千
百
六
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

佐
　

賢
吉

二
級
建
築
士

第
六
千
四
百
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

中
西　

敏
郎

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
七
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

佐
　

褜
治

二
級
建
築
士

第
八
千
八
百
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

荒
木　

信
夫

二
級
建
築
士

第
七
千
三
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

末
永　

昭
男

二
級
建
築
士

第
八
千
六
百
五
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

千
葉　

博

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
九
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

白
石　

正
紀

二
級
建
築
士

第
七
千
九
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

佐
藤　

一
夫

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
二
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

芳
野　

德
夫

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
六
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

平
野　

光
男

二
級
建
築
士

第
八
千
五
百
七
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

阿
部　

俊
明

二
級
建
築
士

第
五
千
七
百
九
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

塩
谷　

守
邦

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
四
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

蜂
谷　

章
一

二
級
建
築
士

第
四
千
八
百
三
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

只
野　

昭
吾

二
級
建
築
士

第
八
千
四
百
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

荒
牧　

賢
治

二
級
建
築
士

第
八
千
二
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

渡
邉　

邦
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
四
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

長
田　

宗
二

二
級
建
築
士

第
一
万
四
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

氏
家　

正
秋

二
級
建
築
士

第
四
千
六
百
五
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

佐
藤　

耕
悦

二
級
建
築
士

第
六
千
五
百
四
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

菊
地　

平

二
級
建
築
士

第
九
千
四
百
四
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

小
林　

健

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
七
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

庄
子　

德
雄

二
級
建
築
士

第
五
千
五
百
二
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

江
利
川　

忠

男

二
級
建
築
士

第
六
千
七
百
九
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

赤
間　

道
義

二
級
建
築
士

第
四
千
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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令
和
四
年
二
月
四
日　

福
田　

一
郎

二
級
建
築
士

第
九
千
百
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
二
月
四
日　

進
藤　

宗
男

二
級
建
築
士

第
九
千
八
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
四
号

　

金
洗
堰
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
二
月
二
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

冨　
　

田　
　

政　
　

則　
　
　

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
小
松
字
舘
前
百
七
十
五
番
三

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

東
松
島
市
大
曲
字
堰
の
内
南
九
十
六
番
地
一　

フ
ラ
ン

シ
ー
ズ
一
〇
二

�

菅
原　

久
美
子　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
五
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
八
月
一
日
執
行
の
宮
城

県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
か
ら
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百

九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　



第278号　令和４年２月14日　月曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報

１
　

選
挙

の
種

類
令

和
３

年
８

月
１

日
執

行
　

宮
城

県
議

会
議

員
補

欠
選

挙

２
　

公
職

選
挙

法
の

規
定

に
よ

る
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
の

金
額

の
制

限
額

（
法

定
選

挙
運

動
費

用
額

）

円

３
　

報
告

書
の

要
旨

期
　

間
第

１
回

分

主
た

る
寄

附

 
人

　
件

　
費

円
円

 
家

　
屋

　
費

 
 
選

挙
事

務
所

費
 
 
集

合
会

場
費

 
通

　
信

　
費

 
交

　
通

　
費

 
印

　
刷

　
費

 
広

　
告

　
費

 
文

　
具

　
費

 
食

　
糧

　
費

 
休

　
泊

　
費

 
雑

　
　

　
費

今
　

回
　

計

前
　

回
　

計

総
　

　
　

計

　
そ

の
他

の
寄

附
件

　
そ

の
他

の
収

入
今

　
回

　
計

前
　

回
　

計
総

　
　

　
計

（
宮

城
野

選
挙

区
）

3
4
8
,
6
2
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
6
8
,
7
8
4

5
3
1
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
,
9
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
出

の
う

ち
公

費
負

担
相

当
額

項
目

選
挙

運
動

用
通

常
葉

書
の

作
成

ビ
ラ

の
作

成
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

金
額
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
0
,
1
6
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選
挙

事
務

所
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

2
5
,
6
7
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
6
,
6
5
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
氏

名
・

団
体

名
）

商
業

2
0
,
0
0
0

公
職

の
候

補
者

の
選

挙
運

動
に

関
す

る
収

支
報

告
書

要
旨

（
職

　
　

業
）

（
寄

　
附

　
額

）

候
補

者
氏

名

出
納

責
任

者
氏

名

松
本

　
由

男
所

属
党

派

8
3
1
,
0
8
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自
由

民
主

党
宮

城
県

支
部

連
合

会
政

党
支

部
6
0
0
,
0
0
0

　
　

収
　

　
　

　
　

入

松
本

　
由

男

　
　

支
　

　
　

　
　

出

1
3
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
7
2
,
8
1
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
7
2
,
8
1
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋
本

　
秀

一

自
由

民
主

党

7
,
2
5
3
,
8
0
0

9
 
 
 
 
 
 

2
,
3
4
4
,
9
0
3

 
 
 
 
 
 
 
 

8
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
,
8
0
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 2
,
5
0
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

1
1
,
9
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
2
,
5
7
7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
,
3
4
4
,
9
0
3

 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和

年
月

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
,
5
0
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

選
挙

運
動

用
自

動
車

等
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成
個

人
演

説
会

の
立

札
及

び
看

板
の

類
の

作
成

計

第
回

報
告

分
１

３
１

２
８

日
報

 
告

 
書

 
受

 
理

 
年

 
月

 
日

令
和

３
年

７
月

２
日

か
ら

令
和

３
年

８
月

６
日

ま
で

政
見

放
送

の
録

画
等

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
　

選
挙

の
種

類
令

和
３

年
８

月
１

日
執

行
　

宮
城

県
議

会
議

員
補

欠
選

挙

２
　

公
職

選
挙

法
の

規
定

に
よ

る
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
の

金
額

の
制

限
額

（
法

定
選

挙
運

動
費

用
額

）

円

３
　

報
告

書
の

要
旨

期
　

間
第

１
回

分

主
た

る
寄

附

 
人

　
件

　
費

円
円

 
家

　
屋

　
費

 
 
選

挙
事

務
所

費
 
 
集

合
会

場
費

 
通

　
信

　
費

 
交

　
通

　
費

 
印

　
刷

　
費

 
広

　
告

　
費

 
文

　
具

　
費

 
食

　
糧

　
費

 
休

　
泊

　
費

 
雑

　
　

　
費

今
　

回
　

計

前
　

回
　

計

総
　

　
　

計

　
そ

の
他

の
寄

附
件

　
そ

の
他

の
収

入
今

　
回

　
計

前
　

回
　

計
総

　
　

　
計

8
4
6
,
7
2
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個
人

演
説

会
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

計

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
6
6
,
8
8
0

選
挙

運
動

用
自

動
車

等
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

1
2
0
,
1
6
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
,
0
0
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 2
,
5
2
6
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

項
目

選
挙

運
動

用
通

常
葉

書
の

作
成

ビ
ラ

の
作

成
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

第
回

報
告

分
１

３
５

８
日

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
,
5
2
6
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
 
 
 
 
 
 

報
 
告

 
書

 
受

 
理

 
年

 
月

 
日

令
和

年

支
出

の
う

ち
公

費
負

担
相

当
額

選
挙

事
務

所
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

月

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
額

立
憲

民
主

党
宮

城
県

総
支

部
連

合
会

政
党

支
部

1
,
5
0
0
,
0
0
0

（
氏

名
・

団
体

名
）

自
営

業
2
0
,
0
0
0

佐
々

木
　

政
昭

公
職

の
候

補
者

の
選

挙
運

動
に

関
す

る
収

支
報

告
書

要
旨

（
職

　
　

業
）

（
寄

　
附

　
額

）

候
補

者
氏

名

出
納

責
任

者
氏

名

佐
々

木
　

奈
津

江
所

属
党

派
立

憲
民

主
党

7
,
2
5
3
,
8
0
0

　
　

収
　

　
　

　
　

入

横
田

　
ひ

ろ
子

　
　

支
　

　
　

　
　

出 （
宮

城
野

選
挙

区
）

令
和

３
年

６
月

２
５

日
か

ら

令
和
３
年

８
月
４

日
ま
で

政
見

放
送

の
録

画
等

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
4
3
,
2
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
4
3
,
2
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
0
4
,
6
2
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
,
6
7
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
6
6
,
8
8
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
0
8
,
2
0
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
,
4
8
9
,
2
2
8

 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
,
4
8
9
,
2
2
8

 
 
 
 
 
 
 
 

6
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
,
9
2
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
0
,
7
2
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


